
不測時における食料安全保障に関する検討会 開催要領 

 

１ 趣旨 

令和５年６月２日の食料安定供給・農林水産業基盤強化本部にて決定された「食料・

農業・農村政策の新たな展開方向」において、不測時の食料安全保障について、「不測

時における基本的な対処方針を明確にしていくとともに、平時と不測時の切替えや、

不測時における個別のケースに応じた対策を、農林水産省以外の省庁による対策も含

め、関係省庁が連携して対応できるよう、政府全体の意思決定を行う体制を構築する。

また、現在不測時の対応の根拠となる国民生活安定緊急措置法や食糧法などで十分な

対応を講じられるのか検証の上、食料安全保障上のリスクに応じて、不測時の対応根

拠となる法制度を検討する。」とされたところである。 

 これを踏まえ、不測時における食料安全保障に関する検討会（以下、「検討会」とい

う。）を開催し、不測時の基本的な対処方針や法令で新たに措置すべき事項、関係省庁

の役割分担等を検討及び整理するものとする。 

 

２ 主な検討項目 

（１）不測の事態の考え方 

（２）不測の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合に、講ずるべき措置 

（３）関係省庁の役割分担、連携 

（４）その他、不測時における食料安全保障に必要な事項 

 

３ 構成員 

（１）検討会は別紙に掲げる有識者及び関係省庁により構成する。 

（２）検討会には、有識者の互選により選任する座長を置く。 

（３）座長は会議の議事を運営する。 

（４）座長は、必要に応じて座長代理を指名することができる。 

 

４ 運営 

（１）会議は非公開とする。ただし、会議冒頭のみ、撮影等を可とする。 

（２）会議の資料（秘匿性のあるものを除く。）及び議事概要については、会議後、構

成員の了解を得た上で、公表することができる。 

 

５ その他 

（１）検討会の庶務は、農林水産省大臣官房政策課食料安全保障室において処理する。 

（２）本要領に定めるもののほか、会議の運営等に関し必要な事項は、座長が定める。 
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